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平成27年度品質管理委員会活動に関する勧告書 

 

 

品 質 管 理 委 員 会 

委員長 関 根 愛 子 殿 

 

 平 成 2 8 年 ６ 月 ２ 日 

 品 質 管 理 審 議 会 

 審議会長  増 田 宏 一 

 

当審議会は、会則第137条の２第３項第一号に基づき、貴委員会から平成27年度（平成27年

４月１日から平成28年３月31日まで)の活動状況の報告を受け、品質管理レビュー及び上場会

社監査事務所部会が、品質管理委員会において適切に運営されているかどうか、並びに上場会

社監査事務所登録・措置不服審査会の運営について検討・評価を行った。 

その結果、品質管理委員会は、制度の趣旨・当審議会からの勧告等を踏まえて品質管理レビ

ュー及び上場会社監査事務所部会の適切な運営を行うことにより、その成果を挙げていると認

められるが、当審議会は、監査の品質管理のシステムの更なる質的向上を図るため、下記のと

おり勧告する。 

 

記 

 

勧告事項１．品質管理レビューの一層の充実 

(1) 会長通牒平成28年第１号及び監査提言集（特別版）への対応状況の確認 

昨今の度重なる会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、当協会は、公認会計士

監査の信頼回復のため、平成28年１月27日に会長通牒平成28年第１号「公認会計士監査の

信頼回復に向けた監査業務への取組」及び「監査提言集（特別版）」（以下「会長通牒等」

という。）を公表し、会員に対し、監査の実施に当たっては厳正な態度で臨まなければな

らず、職業的専門家として真摯に監査業務に取り組むことを強く要請した。会長通牒等に

おいて特に留意すべきものとされた以下の事項について、適切な対応が行われているかを

確認し、不十分な点があれば、適切な指導及び監督を実施されたい。 

１．リスク・アプローチに基づく監査 

２．職業的専門家としての懐疑心 

３．経営者による内部統制を無効化するリスク 

４．会計上の見積りの監査 

５．監査チーム内の情報共有 

６．審査 

７．監査時間・期間の確保 
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(2) 監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の確認 

会計監査の信頼回復のため、品質管理レビューの体制・手法を強化した上で、金融庁「会

計監査の在り方に関する懇談会」提言（平成28年３月８日付け）も踏まえ、以下の監査事

務所の品質管理のシステムの整備・運用状況について確認し、不十分な点があれば、適切

な指導及び監督を実施されたい。 

１．監査業務の品質を重視する風土 

２．監査事務所のガバナンスや組織運営 

３．専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任 

 

勧告事項２．品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度の周知徹底 

(1) 品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度の会員への積極的な周知活動 

品質管理レビューの対象を公認会計士法第２条第１項の業務全てに拡大し、品質管理レ

ビューの種類も通常レビュー、特別レビューと複数となり、品質管理レビューの実施結果

に基づく措置が新たに設けられた、平成27年７月から開始された品質管理レビュー制度及

び上場会社監査事務所登録制度の確実な運用を図るためには、制度に対する会員の理解と

協力が必要である。 

制度説明の研修会を積極的に開催し、会則・規則の変更の周知徹底を図った前年度まで

の活動を踏まえ、引き続き会員への制度の周知徹底を図り、会員の協力が得られるよう努

められたい。 

 

(2) 日本公認会計士協会の自主規制としての品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所

登録制度の社会への積極的な周知活動 

公認会計士監査の利用者である上場会社等に品質管理レビュー制度及び上場会社監査

事務所登録制度に対する理解が無ければ、制度の円滑な運用並びに実効を高めることは困

難である。監査役等に向けての「月刊監査役」に品質管理レビュー制度に関する寄稿、冊

子「品質管理レビューの概要」を作成し、上場企業の監査役等への配付をするなどの活動

は、監査役等の会計監査人の業務への理解が深まる企画であった。本年度も監査役等のみ

ならず株主等を含めた公認会計士監査の利用者に対し、協会の自主規制制度の周知のみで

なく、それが確実に運用されていることの周知活動を積極的に行い、監査に対する社会的

信頼の向上に努められたい。 

 

 

以  上 


